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平成28年第２回太子町議会定例会（第461回町議会）会議録（第４日） 

平成28年３月７日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 諸般の報告 

２ 議案第17号 太子町特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

３ 議案第18号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （以上２件、総務常任委員会委員長報告） 

４ 議案第36号 工事請負契約の締結について 

（太子陸橋修繕工事） 

                本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 議案第17号 太子町特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい 

        て 

３ 議案第18号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （以上２件、総務常任委員会委員長報告） 

４ 議案第36号 工事請負契約の締結について 

（太子陸橋修繕工事） 

会議に出席した議員        

  １番   長谷川 正 信         ２番   玉 田 正 典 

  ３番   神 南 隆 司         ４番   中 薮 清 志 

  ５番   堀   卓 史         ６番   藤 澤 元之介 

  ７番   首 藤 佳 隆         ８番   福 井 輝 昭 

  ９番   平 田 孝 義        １０番   吉 田 日出夫 

 １１番   清 原 良 典        １２番   中 島 貞 次 

 １３番   服 部 千 秋        １４番   橋 本 恭 子 

 １５番   森 田 眞 一        １６番   井 村 淳 子 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  岡 田 俊 彦     書     記  森   文 彰 

 書     記  八 木 智 晴 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  北 川 嘉 明     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  寺 田 寛 文     総 務 部 長  堀   恭 一 

 生活福祉部長  三 輪 元 昭     経済建設部長  堂 本 正 広 

 教 育 次 長  宗 野 祐 幸     財 政 課 長  森 川   勝 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前10時00分） 

○議長（井村淳子） 皆さんおはようござい

ます。 

 平成28年第２回太子町議会定例会第４日目

におそろいで御出席いただき、ありがとうご

ざいます。 
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 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成28年第

２回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（井村淳子） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 本日、町長から議案１件が提出されまし

た。したがって、議案はその件名一覧表をつ

けてお手元に配っておきましたから御了承願

います。 

 これで諸般の報告を終わります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第１７号 太子町特別職 

       の職員の給与に関する条例等 

       の一部を改正する条例の制定 

       について 

  日程第３ 議案第１８号 一般職の職員 

       の給与に関する条例の一部を 

       改正する条例の制定について 

○議長（井村淳子） 日程第２、議案第17号

太子町特別職の職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例の制定についてから日程

第３、議案第18号一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について

までを一括議題とします。 

 上程中の議案については、所管の総務常任

委員会に付託して、休会中に御審査いただい

ておりますので、これから上程中の議案に対

する委員会の審査報告を求めます。 

 総務常任委員会委員長吉田日出夫議員。 

○吉田日出夫議員 それでは、総務常任委員

会、委員会審査報告を報告します。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 １、審査した事件。議案番号、議案第

17号。付託年月日、平成28年２月24日。件

名、太子町特別職の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例の制定について。審

査結果、可決すべきもの。少数意見の留保、

なし。 

 ２、審査年月日。平成28年２月24日（水）

午後４時33分から午後５時35分。 

 ３、審査経過及び結果。 

 (1)審査経過。質疑応答により次のことを

確認した。 

 ①特別職の期末手当の引き上げを今回は見

送ってはどうかとの考えは内部でなかったの

かとの質疑に、今までは一般職に準じて改正

がなされており、財政状況等を勘案して見送

ることも考えていない。また現在、町長、副

町長、教育長は、給与を減額しており、満額

支給ではないので、今回0.1月分をそのまま

支給しているとの説明があった。 

 ②一般職と特別職の賞与の年間支給月数に

0.1月差が生じている経緯はとの質疑に、平

成９年と平成17年に0.05月ずつを見送った経

緯があり、社会的、経済的に住民生活が大変

な時期に特別職が上がるのはどうかとの意見

が出たことにより行ったものとの説明があっ

た。 

 ③第２条と第４条は、12月分の給与改定差

額を払った後で、平成28年４月から平準化し

ようとする改正かとの質疑に、そのとおりで

あるとの説明があった。 

 (2)審査結果は、全員賛成により可決すべ

きものと決した。 

 続きまして、同じく委員会審査報告を報告

します。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の案件を審査した結果、下

記のとおり決定したから、会議規則第77条の

規定により報告します。 

 １、審査した事件。議案番号、議案第

18号。付託年月日、平成28年２月24日。件

名、一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について。審査結果、

可決すべきもの。少数意見の留保、なし。 
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 ２、審査年月日。平成28年２月24日（水）

午後４時33分から午後５時35分。 

 ３、審査経過及び結果。 

 (1)審査経過。質疑応答により次のことを

確認した。 

 ①給料表は国家公務員と全く同一なのかと

の質疑に、国の給料表１級から６級までと全

く同じものであるとの説明があった。 

 ②附則第３条、平成29年１月１日に行われ

る第２条に基づく改正後の条例第８条第１項

に基づく昇給については、なお従前のとおり

としているが、平成30年１月１日に行う昇給

からは完全に勤務評価を入れていくという考

え方かとの質疑に、平成28年10月から平成

29年３月まで、平成29年４月から平成29年９

月までの２期にわたる結果を平成30年１月１

日に反映する方向であるとの説明があった。 

 ③55歳を超える職員の昇給は、平成24年度

の人事院勧告をもとに勤務成績が「極めて良

好」または「特に良好」、こういう場合にの

み行うと規定があるが、どのような内容なの

かとの質疑に、55歳以上の職員は２号給昇給

していたが、今回の法改正によって、その人

事評価で「良好」Ｃであれば昇給しない、

「特に良好」Ｂであれば１号給上がる、「極

めて良好」Ａであれば２号給上がるものであ

るとの説明があった。 

 (2)審査結果は、全員賛成により可決すべ

きものと決した。 

 以上でございます。 

○議長（井村淳子） 以上で総務常任委員会

委員長吉田日出夫議員の報告は終わりまし

た。 

 これから委員長報告に対する質疑、討論、

採決を行います。 

 方法については、議事の都合によって１議

案ごとに行います。 

 まず、上程中の議案第17号太子町特別職の

職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例の制定について、これから委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第17号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

   （起立全員） 

○議長（井村淳子） 起立全員です。したが

って、議案第17号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、上程中の議案第18号一般職の職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、これから委員長報告に対する質

疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第18号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。本

案は委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

   （起立全員） 

○議長（井村淳子） 起立全員です。したが

って、議案第18号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第３６号 工事請負契約 

       の締結について（太子陸橋修 

       繕工事） 

○議長（井村淳子） 日程第４、議案第36号

工事請負契約の締結について（太子陸橋修繕

工事）を議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（北川嘉明） 議案第36号工事請負契

約の締結について説明を申し上げます。 

 本件につきましては、太子陸橋修繕工事の

請負契約であります。 

 工事請負契約につきましては、去る２月

26日に８社による制限付一般競争入札を執行

した結果、兵庫県揖保郡太子町老原611番地

１、株式会社前田組、代表取締役前田和秀と

7,759万8,000円で契約するものであります。 

 詳細につきましては経済建設部長より説明

申し上げますので、慎重なる審議を賜り、原

案のとおり御議決いただきますようお願い申

し上げまして提案説明といたします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） ただいまの太

子陸橋修繕工事につきまして詳細説明を申し

上げます。 

 今回修繕する太子陸橋につきましては、一

級町道沖代線にあるＪＲ西日本山陽本線及び

ＪＲ西日本網干総合車両所をまたぐ跨線橋で

あり、昭和43年３月に竣工し、建設から48年

以上経過する橋りょうでございます。 

 本事業は、平成24年度に作成しました太子

町橋梁長寿命化修繕計画に基づき実施するも

ので、国庫補助事業として防災・安全社会資

本整備交付金を活用し、行うものでございま

す。 

 主な工事の内容は、コンクリート構造物の

断面が欠けている箇所の補修を目的とします

断面修復工が43平方メートル、現在発生して

おりますひび割れからの雨水の浸入の防止を

目的としますひび割れ注入工500メートルと

表面含浸工4,090平方メートル、そして高欄

などの鋼部材の腐食及び防錆対策のための再

塗装工を853平方メートル及び工事用足場工

一式を実施するものでございます。 

 完成工期につきましては、平成29年３月

24日を予定しております。 

 以上が工事請負契約の主な内容でございま

す。よろしくお願いします。 

○議長（井村淳子） 提案理由の説明が終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 工事に関して質疑をさせて

いただきます。 

 この工事は長寿命的な対策として何年かに

一度、国の予算を受けながら工事を行うとい

うことでございますけど、ＪＲ幹線の線路を

またいでの南と北に住む住民の方々にとって

の生活道路であり、さらには車による産業道

路として使用されております。そういう唯一

の陸橋修繕工事であるということは認識をし

ております。 

 そこで、前回の本会議において歩行者の

方々が使用される階段の改善策に対してお願

いをしましたが、その確認でございますが、

検討しますということを答弁として部長のほ

うからお聞きをしておりますけど、検討はな

されたのですか。そのことをとりあえずお聞

きします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 検討のほうは

させていただきましたけれども、実際に今の

階段を補修するということが最大の目的であ

ります。あと、全面かけかえになると、その

ときは当然いろいろなことを加味できるんで

ございますけれども、今回はあくまでも現状

の修繕ということでございますので、階段部

分につきましては、コンクリートの欠けてい

るような部分を補修したり、あとは水がしみ

込みにくいようにしたりと、またそういうひ

び割れ工をしたりというような工事をさせて

いただく予定でございます。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 最低限、途中の踊り場を検

討してくれということをお願いしたわけなん

ですけど、あの陸橋ができてからもう既に数

十年が経過しております。できたころのこと
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を考えれば、不都合があったということは、

その段階では考えられなかったと思うんです

けど、今ではお年寄りの方々にとっては本当

に大変なことであるという、そういった中か

ら要望しております。 

 また、他の議員よりも要望としてエレベー

ターをといった発言もあったのも、多くの

方々より声が聞こえるからだと考えます。 

 この前の議会において部長は検討しますと

言っておりましたが、現場調査に行かれたん

ですか。 

 それと、さらには当地域の自治会や以前の

自治会長、老人会長、そういった方々に聞き

合わせしましたか。 

 それとあと一点、ほかの誰かにそういう状

況というのは調査いたしましたか。そのこと

をお聞きします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、現場の

ほうには行って状況把握させていただきまし

た。 

 あと、自治会等々につきましては、当然工

事をする上で、その下の部分を今駐車場とし

て使用されてる部分がありますので、それに

ついては工事期間中使用できないというよう

なことのお話とあわせて、工事のことについ

ては説明はさせていただきましたが、あくま

でも修繕工事ということで御理解をいただい

ていると感じております。 

 また、そのほかの調査はしたかということ

ですけれども、特にそういう調査のほうは行

っておりません。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに。 

 平田孝義議員。 

○平田孝義議員 いろいろな諸問題を議員の

ほうから常日ごろ議会においてお願いをする

わけなんですけど、いつも検討しますという

答弁がやたらと返ってきております。我々議

員も発言した限り、住民に対して責任説明を

伝えなければいけない、そういう立場にあり

ます。そういった中で、そういった的確な検

討すると言った限りは、きちっとした、その

検討内容どうであったかということを常に教

えていただきたい、そのように思っておりま

すので。今後検討という言葉を使うときには

必ず、どうするということの内容を教えてい

ただきたいと思いますので、そのことを肝に

銘じて検討という言葉を使っていただきたい

と思いますので、よろしくお願いしときま

す。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑は。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 先ほど平田議員のほうから

もいろいろあったんですけども、やはり今回

大規模な修繕ということで、何か今の平田議

員のお話の階段のこと、もっともっと何か、

ついでという言い方おかしいんですけども、

何かしらの進捗があったらよかったかなとい

うふうに本当に感じております。 

 先ほど部長のほうの説明の中からも地元自

治会の駐車場の件という話もあったんですけ

ども、そういったところを含めて、実際に完

成予定は29年３月24日ですけども、まず地元

がどうしても知っておきたいということをお

っしゃってるのが、工期ですね。いつから始

まるんだと。５月なんか、６月なんか、もう

その辺予定としてわかっておったら、まず１

点お願いしたい。 

 北側から始めるのか、南側から始めるの

か、もしくはもう同時進行なのかというふう

なところをお伺いしておきたいと思います。 

 当然、これ長金陸橋のときとは違って、陸

橋の下に民家だとか企業さんだとかがかなり

多いわけです。当然、通学路になってますん

で、長金のところよりも子供の数もかなり多

いです。もうそういったところを含めて、長

年これまでも落下物であったり雨漏りであっ

たりということで陸橋の下の民家の方々等々

に御苦労もかけてきたわけなんですけども、

もうそういったところ、子供の通学路上に当

たるので安全面の確保というところの説明お

願いしておきたいということ。 

 また、騒音というところも長年やっぱり声
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が上がっておりました。そういったところ、

騒音のほうもどういった形で改善されていく

のかなという説明のほうお願いします。 

 もうその工期、いつから開始というとこ

ろ、本当に地元福地は陸橋の下に駐車場お借

りしておりますんで、そういったところで、

ほかの場所を手当てするということがござい

ますんで、いつから始まるのかなというとこ

ろをはっきりとお伺いしたいと思います。 

 以上、よろしく。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、工事を

始める時期でございますけれども、一応業者

のほうは決まっておりますけれども、正式に

契約ができておりませんので、まだ打ち合わ

せ等々行っておりません。ですから、材料の

手当てなどの必要もありますし、そういった

ことで何月何日から工事に入りますというこ

とは今明言できませんので、決定し次第、皆

さんにまたお知らせすると同時に、当然、先

ほどの話もありました、駐車場の件がありま

すので、自治会にはいち早くお知らせして、

代替の用意をしていただきたいというふうに

は考えております。 

 あと、工事を始めるのは南、北、それとも

両方かというようなことでございますけれど

も、これにつきましても、業者と打ち合わせ

をさせていただいて、一番いい方法を検討し

ていきたいというふうに考えております。 

 あと、安全面のことでございますけれど

も、ここは幼稚園、小学校、中学校とも、塚

森、相坂、米田、沖代、吉福、福地の通学路

となっております。当然、子供の安全には最

善の注意を払わせていただきますし、長金陸

橋よりも通行量も非常に多いと思いますの

で、その辺の安全面につきましては、業者と

綿密に調整をさせていただいて、危ないこと

がないように気をつけていきたいというふう

に考えます。 

 また、騒音のことでございますけれども、

今回一応路面の補修はしません。これはなぜ

かというと、この次に続けて今年度ＪＲの部

分の設計を行い、来年度にＪＲ部分の工事を

行います。ですから、そのときにそういった

路面のほうの工事とか、そういったものをあ

わせてさせていただく予定をしておりますの

で、今回はコンクリート部分は補修しますけ

れども、路面については、ちょっと先になる

んですけれども、29年度にＪＲ部分とあわせ

て工事をさせていただきたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに。 

 首藤佳隆議員。 

○首藤佳隆議員 開始の年月、本当、わかり

次第、自治会のほうにいち早くお知らせのほ

うお願いしたいと思います。 

 安全面のほうもきちっとされるということ

でありますけども、本当、何度も言います

が、長金陸橋のときよりも子供の数、倍どこ

ろではないです、非常に多いということ。ち

っちゃいお子さんも通学、通園してますの

で、通学の時間帯以外にも少年団で来るとか

ということで、時間も本当一日中子供通って

ます。高齢者の方も通られております。とい

う、本当に生活に密着した陸橋でございます

んで、その辺しっかりとお願いしておきたい

と思います。 

 また、騒音関係、ＪＲのほうとの形で29年

ということ今お話ししていただいたんですけ

ども、１点最後に確認ですけども、12月の議

会のときにこの工事の本当の完成という意味

は３年かけてというお話があったんですけど

も、それはもう変わりないわけですね。そこ

だけお聞きします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 先ほども申し

上げたように、今年度からですけど、来年

度、実際の南側、北側の工事を行いまして、

その年にＪＲ部分の設計を行いまして、その

翌年度にＪＲ部分を工事するということで、

この３カ年で終える予定で現在進めておりま

す。 

 以上です。 
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○議長（井村淳子） ほかに。 

 神南隆司議員。 

○神南隆司議員 参考資料の関係でございま

すが、入札結果表で無効というのがあります

けれども、この無効というのは形式的に、入

札に来て何かそういう異例なことがあったと

いうか、違法なことがあったとか、そういっ

たことなのかどうか、説明をまず１点お願い

したいと思います。 

 そして２点目ですが、先ほどの平田議員の

質疑とも関連しますけども、ただいま部長は

路面は舗装の打ちかえと、それから橋面の防

水はとりあえず今年はやらないんだというこ

とで斜線が入ってございますけれども、その

中で現在路面に外側線というんですか、車道

と、それから自転車等が通るところと境にす

る、その白線が全くもう消えてしまいよんで

す。そして、それをお願いしたら、この工事

をやったときにやりましょうという話で、ず

っともうここ数年というか送ってきとんです

けども、ただいまの話を聞くと、ＪＲ部分、

委託部分をやると２年後――さらに２年間は

もう白線を引かずにあのままでほっとくのか

ということですね。ですから、私、手戻りに

なるかもしれんけども、あの白線は、そんな

にすごい、何千万円もかからないんだから、

きちっと交通安全のためにもしていただきた

いんです。というのは、あの陸橋通ると、私

も時々自転車で通るんだけど、本当に真横を

大型車ががあっとすり抜けていきます。です

から、そういった面で車の運転者に対する意

識づけと、それから自転車、歩行者――歩行

者は階段を使う方もありますけれども、高齢

者などは押し車でスロープを行かれますか

ら、そういった面で安全の確保という点も、

やはり白線は早期に必要じゃないかなと私は

思うんですけど、いかがでしょうか。 

 ３点目、今回は再塗装だけをされる高欄部

分ですけれども、確かにひやっとするところ

があるんです。自転車なんかで走っておられ

るときにもしも自動車と接触事故なんかがあ

ると、スロープ部分なんか特にもう完全に下

へ転落しますわ。転落防止用のていをなして

ないからね。高さ不足はもう現実にあるし、

まちづくり課のほうも認識されてると思うん

だけど、その高さを上へ伸ばしたり、またや

りかえてする、そういう高欄を本来の高さ、

転落防止の高さまでされるのは、いつされる

のかなということをお聞きしたいと思いま

す。 

 そして４点目、先ほどの首藤議員との関連

で、登下校含めて、通勤通学あわせて、安全

面のことが出てましたけれども、工事にかか

るときは警備員を必ず一日中配置していただ

けるんですかね。その辺の確認をしたいと思

います。 

 それと５点目、資料の関係なんですけど、

北側、福地側と、それから南側、塚森側、そ

れぞれよく似た資料がついとんだけど、先ほ

ど、今部長がおっしゃったように、舗装の打

ちかえ、それから橋面防水、福地側の北側に

ついては斜線で消してるんだけど、南側は斜

線消してないんですね。だから、私こんなこ

とがあるんかなあと思って見させてもらった

んですけども、これは消し忘れだと思うんだ

けど、今の話を聞けばね。２年後へ送るんだ

ったら、そういった意味で消し忘れかなと思

うんですけど、この資料の確認と、以上５点

ですか、お願いいたします。 

○議長（井村淳子） 財政課長。 

○財政課長（森川 勝） 私のほうから１点

目のほうお答えさせていただきます。 

 参考資料のほう、無効ということでござい

ます。これは入札書が入っていなかったため

に無効とさせていただきました。こういった

こと、私十数年入札に携わっておりますけど

も、初めてでございました。異例中の異例だ

と考えております。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 私のほうから

は２点目から回答のほうさせていただきま

す。 

 白線につきましてですけれども、当然安全
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面を考えると、すぐにでもしたほうがいいと

いうのは感じております。これを言いますと

また平田議員から叱られるかもわかりません

けど、前向きに検討させていただきます。た

だし、これはできるという意味ではなしに、

検討して、やっぱり費用的に非常にもったい

ないということになると２年、申しわけない

ですけど、２年後に実施する。それは確実に

するということなんで、前向きに職員と検討

させていただきます。 

 あと、高欄の件でございます。それにつき

ましても今回の工事で何とかというふうに私

のほうは思ってたんですけれども、高欄のほ

うの費用まで捻出できないということもあり

まして、とりあえず再塗装だけさせていただ

いて、ＪＲのときにできるようであれば高欄

を高くさせていただくというふうに考えてお

ります。 

 また、警備員の件でございますけれども、

当然安全面を考えますと、その部署部署に必

要な人員を配置させていただいて、安全に努

めたいというふうに考えております。 

 あと、参考資料の件でございますけれど

も、大変申しわけありません。北と同じ工事

種になっておりますので、南側は消し忘れで

ございます。どうも御容赦願います。 

 以上でございます。 

   （服部千秋議員「訂正して、また配っ

てくれるんですか」の声あり） 

○議長（井村淳子） 神南隆司議員。 

○神南隆司議員 それともう一点、忘れてお

りました。先ほど平田議員からお話がありま

したけど、この階段ですね、歩行者用の階

段。以前にも私申し上げたことあると思うん

ですけども、階段が割と荒れてるんですね。

それだから、一段一段高さがまちまち。高さ

もきちっと統一してもろとかんと、お年寄り

なんか特にちょっとしたことで蹴つまずくん

ですわ。ですから、高さは14センチなら14セ

ンチの高さできちっとそろえてもらわんと、

これかえって危ないんです。そういった意味

で、今回やられるんだったら、きちっと正確

に合わせておいていただきたいと思います。

それいかがでしょうか。 

 それともう一点、今回やらないんですけれ

ども、ジョイントの部分が、何カ所あるんか

な、４カ所ほどありますね。ジョイントはこ

れ取りかえるんですか。消してあるんだけ

ど、取替工て書いてあるんだったら、次回Ｊ

Ｒの委託部分と一緒にされるときにジョイン

トを取りかえされるのかなと思って、そうす

ると結構大がかりになるんかなと思ったりす

るんですけど、このジョイントの取りかえと

いうのは、今回やりませんけど、工法的にど

ういうことをされるのか、教えていただきた

いと思います。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 階段の高さの

件と、それから表面の粗いという御指摘でご

ざいますけれども。ただ、私も行って階段を

上ってみましたけれども、私がまだ頑丈なの

かどうかわかりませんけれど、高さ的にはそ

んなに違和感がなかったというふうに感じて

おります。ただ、表面が粗いというのもやっ

ぱりそれはその当時の施工精度の問題である

というふうには考え……。高さについてもそ

ういうことであるというふうには思うんです

けれども。今回、その高さをミリ単位で合わ

せれるかどうかわかりませんけれど、努力さ

せていただきます。 

 また、ジョイント部分につきましては、先

ほど神南議員もちょっと言われてましたよう

に、ＪＲ部分をしたときに伸縮装置は取りか

えると。伸縮装置を取りかえるには路面を剥

がさないといけないので、そうなってくる

と、また次、ＪＲ部分のときに路面をやりか

えるということになりますんで、今回はしま

せんけれども、ＪＲのときに路面を外して、

伸縮装置をそれぞれ取り除いて、新しい伸縮

装置をつけてというふうな作業になります。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 
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○中島貞次議員 １点気になるのは、先ほど

神南議員からもあったんですけども、太子陸

橋上の歩道、白線の部分なんですけれども、

その塗装を開始すると、当然その塗装部分を

カバーするといいますか、防じん対策といい

ますか、そういうのをやっていくと思うんで

すけども、そうなると歩道部分も完全にそれ

で塞がってしまうというな可能性はないのか

ということです。だから、現在の通行状態で

手すり部分といいますか、ガードというのん

か、その部分を塗装しようと思うと、今の塗

装のより内側に、そのガード部分より内側ま

で若干、塗装というんか、足場というんか、

そういうのが入ってくると思うんですけど

も。そうすると、現状では大変歩行者、自転

車が現在２車線、片側１車線で対面通行して

ますけども、そうなると非常に危険性が大き

いのではないかということと、ほな実際この

工事期間中は片側通行するのかどうかという

ことなんですけれども、片側通行すればそう

いう危険性は若干除去されるかな思うんです

けども、その辺だけ回答お願いします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 長金陸橋の場

合は車線が少なくて、当然作業する際にはも

う通行どめをしないといけないという状態で

ございましたけれども、今回太子陸橋の場合

は２車線ありますので、例えば西側を工事す

る際は東側の片側通行というようなことも可

能ですし、それによって交通は多少妨げられ

ますけれども、それによって安全確保もでき

るというふうに考えております。また、道路

の外側に向きましては、当然その端に陸橋が

ありますので、そこの取り合いについてはで

きるだけ道路側のほうで処理できるよう努め

させていただきます。ですから、一応その状

況状況に合わせて最善の方法を考えながらさ

せていただくということで、安全には配慮し

て作業させていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 例えば片側車線しますと歩

行者、自転車も工事側の車線側をある程度余

裕を持って通ったり歩いたりすることはでき

ますんで、極力工事期間中についてはそうい

うふうな対策をお願いしたいと思います。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑はありませ

んか。 

 清原良典議員。 

○清原良典議員 まず、財政課長、税抜きで

統一していただいて非常に見やすくなりまし

たんで、ありがとうございます。 

 それで、この太子陸橋３カ年計画というこ

とで、27年、それで今回のやつが繰り越し、

繰り越しで28年やわね。ということは、今度

29年。29年というものの、ほなら今回と同じ

ように28年の末ぐらいにまた出してんです

か。それはまあまあ計画のことやから、どん

なんかなあ思うて。以前、私らの経験でいけ

ば、一連の工事があって、そのときにまずあ

るＡ業者がやっとけば、次の工事にそこのＡ

業者は入れないようなことが、経験があった

と思うんやけど、その辺。まあまあ安いなり

にでも地元の業者が落札されたから、ほっと

はしとんですけども、その辺どんな計画され

とんかなあと思うのと、入札というのは２月

26日。ということは、当然、今どれぐらいの

前段で一般公募されるんか、それがちょっと

わからんのやけど、当然この時点は予定価格

出てますね。当然、積算しとんやから。昔の

言い方でしたら予定上限や。予定価格出てま

すね。ほで、今どんなんですか。公に最低制

限価格の計算式が公表されとうと認識してま

すけども、この予定価格が出た時点で当然そ

の最低制限価格も同じようにもう出てしもう

とるんですか。というのは、他市町におかれ

ましては、ひどいとこはランダム――最低制

限価格のことやで――ランダムに決めよった

けども、この近くのたつの市なんかでも入札

当日の温度、天候のほうの温度……。それで

少し、１から２％か、ようわかりませんけど

も、そんな、５％も変えへんと思うんやけ

ど、そういうことをやっとるということを聞
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いとんですけども、太子町は、先ほど私が聞

いた、そのままでずっとされとんか。予定価

格が出た時点で最低制限価格、公式に基づい

て出て、そのままやられとんかということを

お尋ねします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） まず、ＪＲ部

分の工事の件でございます。とりあえず28年

度に設計をするんでありますけれども、それ

は町が発注しまして、ＪＲのそういった工事

の設計が可能な業者にお願いをするという予

定でございます。また、ＪＲ部分の工事につ

きましては、ＪＲに委託をして、ＪＲがどこ

かの業者に発注するという予定で今ＪＲとは

協議をしております。 

 ということで、今おっしゃってるように、

どの業者になるとかということにつきまして

は、もうＪＲ側が決めることでありますの

で、こちらのほうでどうのこうのということ

はできないということでございます。 

 あと、最低制限価格のことにつきまして

は、おっしゃられてましたように、予定価格

が出ましたら、それに基づいて、計算式に基

づいて計算をさせていただいております。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中島貞次議員。 

○中島貞次議員 特に太子陸橋は網干区浜田

の網干港から重要な幹線道路といいますか、

太子町を南北に横断する交通量が最も多いと

言われます、その部分。ところが、この工事

によって当然渋滞が予想されると思います。

この間も（株）ホームセンターアグロの交差

点、工事するだけでひどい東西南北にわたっ

て渋滞が起こりました。そういう意味で、そ

の渋滞の解消といいますか、当然揖保線を通

ってくださいよとか、その辺の周知徹底とい

いますか、それが大事かと思いますんで、太

子陸橋を通過する自治会は安全面でも大変気

を使うところでございますんで、その辺の周

知徹底、対策等ありましたら、よろしくお願

いいたします。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 首藤議員から

もありましたように、地元の自治会には工事

始まるときから、また随時、こういった工事

をするので片側になりますよとか、そういっ

たことにつきましては情報発信させていただ

きたいというふうに思います。 

 また、工事の看板でございますけれども、

事前に時期がわかるようであれば道路に掲示

させていただいて、いつからいつまでは片側

になりますよというような啓発もさせていた

だきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑はありませ

んか。 

 中薮清志議員。 

○中薮清志議員 これは大体48年ぐらいたっ

ているというふうに先ほどあったかと思うん

ですけれども、最近長寿命化ということで、

いろんなところでそういう老朽化しているも

のがつくり直されて修繕されてますが、この

工事によってどれぐらいの長寿命化という中

でのその――寿命が延びるというと言い方は

あれなのかもしれないですけど、どれぐらい

今回の工事によって対応できるものが延びて

いくのかという試算というのはあるんでしょ

うか。 

○議長（井村淳子） 経済建設部長。 

○経済建設部長（堂本正広） 今回の工事を

したから、そしたら10年、20年もちますよと

いうことではないんですけれども、とりあえ

ず長寿命化の計画の中で５年に１度は確実に

その状況を点検するということがまた法律で

も決まっておりますので、それによりまして

１年でも２年でも長く使えるというような形

で考えております。ですから、今回の工事に

よって最長何年もつんやというのは、年数的

にははっきりと言えませんけれども、できる

だけ長く使えるようにということで。また、

かけかえになりますと非常に大変な工事にな

りますし、また仮設の道路が必要になったり
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ということで非常に大変なことになるんで、

１年でも２年でも長く使えるように努力して

まいります。 

 以上です。 

○議長（井村淳子） ほかに質疑はありませ

んか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 討論なしと認めます。 

 これから議案第36号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は起立願います。 

   （起立全員） 

○議長（井村淳子） 起立全員です。したが

って、議案第36号は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 ３月８日から３月24日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（井村淳子） 異議なしと認めます。

したがって、３月８日から３月24日まで本会

議を休会することに決定しました。 

 次の本会議は３月25日午前10時から開催い

たします。 

 本日はこれで散会します。 

 御苦労さまでした。 

   （散会 午前10時49分）

 

 

 


